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1.⽔道ビジョンの概要 
[策定の趣旨] 

◆厚⽣労働省の「新⽔道ビジョン」（平成２５年３⽉） 
⼈⼝減少や施設の⽼朽化、東⽇本⼤震災の発⽣などを踏まえ、これまでの⽔道ビジョ

ン（平成 16 年度策定、平成 20 年度改定）を全⾯的に⾒直し、５０年、１００年後の
将来像を明⽰し、取り組むべき⽅策を⽰したもの。 

◆酒々井町⽔道事業における環境変化への対応 

創設期の施設や管路の⽼朽化、地震への備え、効率性の低下などに対して、新たな対
応⽅針が必要。   これらを踏まえて、「酒々井町⽔道事業ビジョン」を策定。 

 
[計画の位置づけ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・本ビジョンは、酒々井町⽔道事業の基本計画です。 
・⽔道事業を取り巻く環境の変化（⼈⼝減少、施設の⽼朽化、東⽇本⼤震災など）

を踏まえた将来の展望や課題への対応⽅針を⽰すものです。 
・主な内容は、事業の現状と将来の⾒通しを基に、⽬指すべき将来像を「安全」「強

靭」「持続」の３つの観点から⽬標を定め、実現に向けた⽅策を⽰すものです。
・計画期間は、令和 4 23 年の 20 年間と設定しました。 

印旛広域⽔道⽤⽔供給事業の経営⽅針 

[⼋ツ場ダム供⽤開始に伴う 

暫定⽔源の削減等] 

酒々井町⽔道ビジョン 

安⼼を未来につなぐ、酒々井の⽔道 

国の計画 

新⽔道ビジョン 

地域とともに信頼を未来につなぐ⽇本の⽔道  

酒々井町前期基本計画 

 町⺠と⾏政が⼀体となって推進 

する「協働によるまちづくり」  
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2.⽔道事業の概要 
 
[⽔道事業の沿⾰・概要] 

 
酒々井町⽔道事業は、昭和 42 年に給⽔を開始し、2 度の拡張事業を経て、現在は給

⽔⼈⼝ 19,088 ⼈、⼀⽇最⼤給⽔量 6,704  /⽇、普及率 94.5％で⼀部の地域を除き町
のほとんどの地域に⽔道を供給しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[事業経営の概況]  
 

 
 

・給⽔⼈⼝は約１万９千⼈、１⽇最⼤給⽔量は約７千 m3(令和 3 年度) 
・⼈⼝や給⽔量は緩やかに減少傾向 
・管路の総延⻑は約 144km、耐震化率は約 47％ 
・保有⽔源は、⾃⼰⽔源の地下⽔が約 97％、印旛広域⽔道からからの浄⽔受⽔が約 3％

◆経営の健全性及び効率性は良好で、債務の負担割合も少なく、健全な経営状況
ですが、資⾦余裕度は低いです。 

◆管路の⽼朽化が著しく進⾏しています。施設の⽼朽化は現状では健全ですが、
今後は電気・機械設備の経年化が進⾏する⾒通しです。 

◆施設の効率性や活⽤度は、全国平均に近似し⽐較的良好ですが、配⽔ポンプの
稼働率が約 50％と低く、効率性の改善が必要です。 
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※レーダーチャートは、外側に向かうほど良好であることを表

します。ただし、全国平均や類似団体に近似すれば必ずしも
良好というわけではありません。 

 [管路の状況] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆法定耐⽤年数(40 年)未満の健全管路は、約 63％で現在は(令和 3 年度)は健全な状
況ですが、経年化管路や⽼朽管路は今後急激に増えていくことが予想されます。 

◆耐震管と耐震適合管(良好な地盤に布設され地盤変動に対応できる管)を合わせた
耐震化率は約 47％で、今後はこの割合を増やし、⼤地震に備える必要があります。
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3.⽔道事業の現状評価と課題 
◆ 安全な⽔の供給（安全）について 

項⽬ 現状評価 課題

1.原⽔の⽔質 地下⽔・受⽔ともには年間を通して安定した⽔質

を維持しています

－ 

2.給⽔の⽔質 ⽔質基準を満⾜しています － 

3.⽔質管理 ⽔質検査計画に基づき適切に管理しています － 

4.濁⽔管理 突発的な濁⽔に対して随時対応 － 

5.貯⽔槽⽔道の指導状況 実施していないが、これまでは特に異常はない 指導や広報の実施

6.鉛製給⽔管の布設状況 わずかに残存しています 鉛管の早期解消

 
◆ 危機管理への対応（強靭）について 

項⽬ 現状評価 課題

1.⽔源の安定性 ⾃⼰⽔源保有率は 71.4％(認可⽔量⽐) － 

2.配⽔池容量 配⽔池貯留能⼒は 0.76 ⽇(必要量 0.5 ⽇) 

有効容量は計画⽇最⼤配⽔量に対して 12.2

時間分、現況⽇最⼤に対しては 15.2 時間分

を保有しています

運⽤⽔量の不⾜ 

3.配⽔管の⽔圧  配⽔管の⽔圧は良好です － 

4.⽔道施設の耐震性 浄⽔施設の耐震性は 0％ 

配⽔池耐震施設率は 100％ 

建築の耐震性は、取⽔井電気室と 1 系施設

の耐震性が不⾜ 

着⽔井・ろ過ポンプ井は対策が必要 

浄⽔施設の耐震補強 

取⽔井電気室と1系施設の耐震

補強 

5.管路の耐震性 管路の耐震化率は 47％ 

約 76km の⾮耐震管路 

計画的な管路の耐震化計画の

策定 

6.電源の信頼性 燃料備蓄⽇数は 3.0 ⽇ 

⾃家⽤発電設備容量は 100％ 

取⽔井⽤の⾮常⽤電源設備は 0％ 

取⽔井⽤⾮常⽤電源の整備 

7.危機管理対策 給⽔拠点密度は 5.8(1 箇所) 

給⽔⾞保有度は 0 台 

⾞載⽤の給⽔タンク保有度は 0.16(3m3) 

監視・警報装置の未設置 

耐震貯留槽の設置など応急給

⽔対策の充実 

警備・保安体制の強化 

監視体制の強化
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◆ ⽔道サービスの持続性（持続）について 
項⽬ 現状評価 課題

1.経年化施設(浄⽔場) 建築や⼟⽊施設は現状では健全だが、

近々に対応が必要 

電気・機械設備の経年化設備率は 56.7％ 

経年化施設の計画的な更新 

電気・機械設備の計画的な更新 

 

2.経年化管路(管路) 経年化管路率は 40.9％だが、更新率は

1.76％、管路の経年化が進⾏ 

特殊配管箇所の経年化 

管路の計画的な更新 

特殊配管箇所の更新 

3.経営指標 

(1)経営分析 

  ①事業収⽀の現状 

   

②経営状況の分析 

 

収⼊は増収傾向にあります 

⽀出は減少傾向にあります 

収益で経費が賄えており健全経営にある 

企業債残⾼は減少するも、資⾦余裕度が

低く、⽼朽化対策の財源確保が課題です 

 

－ 

－ 

計画的な施設更新 

 (2)⽣産性及び費⽤ ⽣産性は良好で、健全な状態にある 再⽣可能エネルギーの導⼊ 

 (3)施設の効率性 有収率は 91.4％で千葉県(93.2％)全国

(89.8％)に近似 

施設の利⽤や稼働状況は取⽔・浄⽔施設

は 90 101％だが、配⽔施設は 53.24％

で⾮効率

－ 

 (4)⽔道料⾦ 料⾦回収率は 117.2％ 

供給単価(209.4 円)や給⽔原価(178.8

円)は千葉県に近似し、全国より安い 

－ 

 (5)収益性 経常収⽀⽐率(120.6％)で収益をあげて

います

－ 

 (6)財務及び資産 財務は健全だが、資産はやや不⾜ － 

4.広報・広聴、サービス 市ＨＰの⽔道課ページにて情報提供 広報・広聴の充実や利⽤者サービス

の充実 

5.技術者の確保と組織体制 職員は 7 名で 50 歳以上が 57％ 

経験年数 4 年

技術の継承や技術⼒の強化 

6.運転管理・維持管理 浄⽔場の管理は、2 名の技術職員と⺠間

委託による運転管理 

警備・保安体制の脆弱性 

警備・保安体制の強化 

 

 

7.広域化に向けた取り組み 基礎調査が⾏われる予定です － 
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4.⽔道事業の将来⾒通し 
 
 [⽔需要の⾒通し] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[財政収⽀の⾒通し] 
 

◆今後 10 年間の給⽔⼈⼝は横ばいに推移するものの、令和 13 年以降は徐々に減
少(事業収益も減少)に転じる⾒通しです。 

◆給⽔量は令和 6 年に最⼤に達し、令和 6 年以降は徐々に減少にします。 
◆耐震化の計画的な推進や施設の⽼朽化への対応が必要です。 
◆持続可能な事業経営に向けて、アセットマネジメントによる事業費や更新時期

の適正化が必要です。 

◆事業収益が伸びない中で、従来の施設運⽤で管路や施設の耐震化及び⽼朽化対策を推
進すると、事業費の増⼤(20 年間で約 56 億)や内部留保資⾦の減少等(3.9 億→－0.5
億)、財政状況が厳しくなることが予測されます。 

◆施設運⽤の再編(配⽔施設統合等)や料⾦改定(109.5→130.0 円/m3)、受⽔費の抑制
等により、良好な財政収⽀を維持するとともに、内部留保資⾦は徐々に増加し、令和
9 年以降の管路や施設更新に備えることができます。 
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◆従来の運⽤案（料⾦据置き）で更新する場合の⾒通し 
現状課題に対応し、施設運⽤の再編（配⽔施設統合等）や管路耐震化率 70％とす

る場合、総事業費は約 56 億円（新規財源は企業債のみ，料⾦据置きの場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆収⽀バランス（受⽔抑制、料⾦改定）に配慮する場合の⾒通し 

現状課題に対応し、施設運⽤の再編（配⽔施設統合等）や管路耐震化率 70％とす
る場合、総事業費は約 56 億円（新規財源は企業債のみ，令和 9 年に料⾦ 10％UP） 
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5.将来像と⽬標 
[基本理念] 

酒々井町では、「町⺠と⾏政が⼀体となって推進する「協働によるまちづくり」」を基
本理念とし、酒々井町の将来像「⼈ ⾃然 歴史 ⽂化が調和した 活⼒あふれるまち 酒々
井」実現するために「第六次酒々井町総合計画・前期基本計画」（計画期間令和 4 年度
から 8 年度）（令和 4 年 3 ⽉）を策定しています。 

本⽔道事業ビジョンでは、厚労省の⽔道ビジョンに基づくとともに、印旛広域⽔道の
⽔源計画等を盛り込みながら、酒々井町が掲げる基本理念「町⺠と⾏政が⼀体となって
推進する「協働によるまちづくり」」に貢献するべく、“安全”で“強靭”な⽔道の“持続”に
向けて取り組むこととし、基本理念を 

“安⼼を未来につなぐ、酒々井の⽔道” とします。 
 
[基本⽬標] 

基本理念を実現するための⽬標として次の３つの基本⽬標を定めました。 
３つの基本⽬標は、本⽔道事業の現状評価や将来の⾒通しを踏まえたものとしました。 

基本⽬標１ 安全 安全な⽔の供給の確保 

基本⽬標２ 強靭 危機管理に対応した強靭な⽔道の確保

基本⽬標３ 持続 ⽔道サービスの持続性の確保 

 
[基本施策] 
３つの基本⽬標を実現するための施策として、次の基本施策を定めました。 
 
 

・⽔質管理体制の強化
・貯⽔槽⽔道の適性管理 
 

1.安全な⽔の供給の確保
2.危機管理に対応した
強靭な⽔道の確保 

・⽔道施設の耐震化 
・応急復旧体制の整備 
・維持管理体制の整備 
・機器管理体制の整備 

・経年化施設の更新
・経年化管路の更新 
・サービスの充実 
・維持管理体制の整備 

3.⽔道サービスの持続性
の確保 

安⼼を未来につなぐ、酒々井の⽔道 
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6.ビジョンを実施するための施策 
本ビジョンの基本理念“安⼼を未来につなぐ、酒々井⽔道”を実現するために、３つの基本⽬
標に基づき、13 の基本施策ごとに具体事業を実施していきます。 
 
基本理念 基本目標 基本施策 具体事業(主な取り組み) 

安
心
を
未
来
に
つ
な
ぐ
、
酒
々
井
の
水
道 

1.安全 
1-01.貯水槽水道の適正管理 ①貯水槽水道管理指導事業 

1-02.水質管理体制の強化 ②鉛管更新事業 

2.強靭 

2-01.水道施設の耐震化 
①拠点施設耐震化事業 

②基幹管路耐震化事業 

2-02.応急復旧体制の整備 
③電源設備補強事業 

④応急復旧強化事業 

2-03.維持管理体制の整備 ⑤拠点施設保安強化事業 

3.持続 

3-01.経年化施設の更新 ①経年化施設更新事業 

3-02.経年化管路の更新 
②経年化管路更新事業 

③特殊配管箇所更新事業 

3-03.サービスの充実 ④広報・広報手段の充実 

3-04.維持管理体制の整備 ⑤拠点施設保安強化事業(再掲) 
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⾒直し  第２期 ⾒直し ⾒直し 第 3 期 

7.ビジョンの推進体制 
[推進体制] 

本ビジョンの推進にあたっては、計画期間を５年として実施計画を策定し、ＰＤＣＡサイクルに
よる進捗管路を⾏う。実施計画には、施策ごとの取り組み内容と具体的な⽬標値を設定し、進捗状
況を把握しながら評価を⾏い、次期実施計画に反映させることとします。 
 
 
 
 
 
 
 
[マネジメントサイクルによる⽬標管理] 

本ビジョンを確実に実施していくためには、本ビジョンを将来にわたり活⽤できる内容にする必
要があり、そのため定期的にビジョンの⾒直しを⾏うこととします。 

ビジョンの⾒直しは、適宜ＰＤＣＡサイクルの考え⽅「計画の策定（Ｐlan）⇒計画の実施（Ｄ
ｏ）⇒進捗の確認・検証（Ｃheck）⇒計画の⾒直し（Ａction）」に基づき、計画の問題点、⽅向
性の確認、事業の有効性、利⽤者の意⾒などを確認しながら、計画の再構築（Ｐlan）を⾏うこと
とします。 

  

令和 4 年度 令和 9 年度 令和 14 年度
今回 

酒々井町⽔道事業 

⽔道ビジョンの策定 

計画（Plan） 

確認（Ｃheck） 

実施（Ｄo）⾒直し（Ａction） 

利⽤者の意⾒ 

施策や具体事業の⾒直し 

基本施策の評価 

基本施策の推進 

関係者と連携 

第 1 期
実施計画
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